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農地バンクを利用しましょう

・昔から手続きをせずに、親戚・知人に農地を貸して(借りて)いる

・転作・税金等の関係があるので手続きをしていない

・手続きがめんどうだから相対で貸して(借りて）いる

▶手続きをしないと問題が発生するかもしれません
所有者
・農地を返してほしい時に返してもらえない

・農地の離作料を請求された

・相続が発生したとき、その農地はどうなるだろう

耕作者
・突然所有者から「農地を返してくれ」と言われた

・相続が発生したら誰から借りているのかわからない

・急に賃料を上げてほしいと言われた

▶トラブルを無くすために
農地の貸し借りは、農業委員会での手続きが必要です。茨城県農地中間管理機構(農地バンク)を積極的に利用し

ましょう。

市内で唯一シャインマスカットを栽培・出荷している𠮷原正さん（葛生）。大粒でつややかな
実に魅力を感じ、11年前から栽培を始めました。糖度が高く、形の良いシャインマスカット
を生産するため常に目を配っています。今後は新品種に挑戦したいと笑顔で話してくれました。

▶農地の貸借手続きをしていますか　～例えばこんな事例はありませんか～　



農業委員・推進委員の活動を紹介します

「農業委員や農地利用最適化推進委員って何をする人？」「地域にいる委員ってどんなことをしている
の？」そんな疑問を分かりやすく解説します。

１．農地の確保と有効利用
▶農地法に基づき、毎月の総会で転用や権利
(所有権や貸借権)の移動を審議します。農地
の確保や適正管理のための審査です。

【総会での審議は農業委員のみの業務です】
▶農地の利用状況調査(農地パトロール)を行
い、遊休農地の情報を収集し対策に役立てる
データをまとめます。

２．農地等の利用の最適化
▶農地等利用の最適化のため、「貸したい」

「借りたい」などの意向を確認し、担い手へ
の農地利用の集積・集約化を行います。
▶遊休農地の発生防止・解消や新規参入者の
支援をします。
▶農地を有効に活用するため、農地中間管理
機構と連携して活動します。

３．農業の担い手の育成・確保
▶担い手の育成・確保と新聞等の効果的な情報提供活動により、地域農業の発展につなげます。
▶農業経営の合理化のため、法人化や青色申告等を通じ、担い手の育成・確保をしていきます。

４．地域の課題解決
▶農地等の利用の最適化に取り組む中で、広く農業者の声をくみ上げ、改善についての具体的な
意見を提出します。　
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▲新任農業委員及び推進委員研修会の様子



農業委員会での審議審査の状況　（令和3年４月～令和4年３月）

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

農地法第３条 4 5 4 12 7 16 2 8 13 7 6 7 91

農地法第４条 2 0 1 0 5 2 4 0 2 1 1 0 18

農地法第５条 15 12 12 18 8 13 15 11 8 7 6 11 136

利用権設定
下段：農地

中間管理事業

0 0 0 21 0 0 0 188 0 22 0 133 364

45 0 9 0 2 0 0 0 52 0 4 0 112

現況確認証明 4 1 3 4 6 3 2 2 1 5 5 3 39

その他 3 2 2 2 1 2 4 0 1 1 0 0 18

合計 73 20 31 57 29 36 27 209 77 43 22 154 778

農 地 法 第 3 条：農地を耕作するための農地の売買や貸借等の権利の設定
　　　　　　　　　　　　（賃貸借の場合、耕作権は自動更新）
農 地 法 第 4 条：農地の所有者等が自ら行う農地の転用
農 地 法 第 5 条：農地の権利を取得して行う農地の転用
利 用 権 設 定：農業経営基盤強化促進法による農地の賃貸借等
　　　　　　　　　　　　（貸借の場合、貸借期間が満了すれば、耕作権は消滅）
農 地 中 間 管 理 事 業：農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、県農林振興公社　　
　　　　　　　　　　　　が農地を借り受けて、地域の農業担い手へ貸借するもの
現 況 確 認 証 明：非農地証明及び転用事実証明(条件を満たした農地)

■利用権設定（農業経営基盤強化促進法）スケジュール

受付期間 5月16日～6月15日 9月16日～10月15日 11月16日～12月15日 1月16日～2月15日

総会 ７月 11月 １月 ３月

賃借開始 ８月1日 12月1日 2月1日 4月1日

農業経営基盤強化促進法：貸借等により農地の集積を促進するための法律
※農地中間管理事業に係るものは、毎月受け付けを行う。
※受け付けは開庁日とし、15日が閉庁日のときは次の開庁日までとする。

■農地法等申請
　農地を所有権移転するときや農地以外の目的で使用するときは、農業委員会の許可が必要です。
受付期間：毎月17日～20日
※20日が土曜日の場合、19日まで。20日が閉庁日のときは次の開庁日までとする。
※翌月の総会に諮り許可書を発行します。

　貸借期間が設定されるため、貸借期限を迎えると貸借は終了します。貸し手にとっては確実に
農地が戻り、借り手にとっては計画的に耕作できる安心で便利な制度です。
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※古河市農業委員会だより掲載写真は、撮影時にマスクを外しました。
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▲立派に育ったかぼちゃを手にする田續さん

◆農業者年金保険料の国庫補助を受けた場合◆

※保険料は月2万円で固定、運用利回り2.5％の場合

加入年齢 納付期間
保険料納付総額

性別 年金額(年額） 年金受給総額
本人負担分 国庫補助金 合計額

35歳 25年 528 72 600
男 40  　　   854
女 33  　　   897

30歳 30年 588 132 720
男 51 　　 1,094
女 42         1,145

20歳 40年 744 216 960
男 77         1,655
女 64         1,728

▲田植えを終え田んぼを見渡す秋庭さん

(単位：万円）

※年金額は65歳から老齢年金と特例付加年金の両方を受給する場合


